
 

 

 

◆ 日 時  月曜日から金曜日 ９時から１６時まで 

※土曜・日曜日、祝日、年末年始は休みです 

◆ 相談員  女性相談員 

◆ 場 所  市役所本館１階 生活支援相談センター 

◆ 対象者  市内在住・在勤の女性（年齢制限なし） 

◆ 専用ダイアル ０７７３－６５－００５６ 

舞鶴市人権啓発推進課 電話 ０７７３－６６－１０２２ 

           FAX  ０７７３－６２－９８９１ 

   

 

 

 

          

 

 
 
夫婦関係や子育てのこと、暴力に関すること、職場や近所の人間関係など日々の

暮らしの中の悩みをひとりで抱えていませんか？ 
ひとに話すことは勇気がいることですが、少しでも気持ちが楽になれるよう、あ

なたの悩みを一緒に考え、悩みを整理するお手伝いをします。 
「こんな問題を相談していいのだろうか」と思うことでも、なんでも気軽に相談

してください。あなたの秘密は守ります。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般相談 電話相談・面接相談できます 

 女性のための相談室 
 相談料 

無料 

まずは 

お電話ください 

 

令和 ４年度 


